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はじめに 

 

 鰺ヶ沢町では、令和４年８月９日の記録的な豪雨により、河

川の氾濫や土砂災害などが発生し、甚大な被害を受けました。 

 改めまして被災されました皆様に心からお見舞い申し上げ

ます。 

 また、災害発生直後から、地元の警察、消防職員、消防団は

もとより、県内消防相互応援隊や国土交通省をはじめとする関

係機関の皆様や多くのボランティアの方々のご協力、そして全国各地から寄附金や支

援物資など多くのご支援を賜り、改めまして心より感謝申し上げます。 

 さて、令和４年８月９日は、停滞した前線の影響により早朝から昼過ぎにかけて、

津軽地方を中心に激しい雨が降り、最大２４時間総雨量として気象庁のアメダス鰺ヶ

沢観測所では 202.5 ミリ、青森県の中村上流観測所では最大２４時間総雨量 369 ミリ

を記録し、観測史上１位を更新しました。 

 この豪雨により中村川下流に位置する舞戸地区で外水氾濫、内水氾濫が発生し、住

家など 580 棟が浸水被害を受けるとともに、町内各所で土砂崩れや法面の崩壊などが

複数か所で発生し、赤石渓流線が寸断したほか、水田が冠水するなど、総額３７億円

にのぼる被害が確認されました。 

 こうした中、町では被災された町民の皆様の生活再建や事業再建のため、国の制度

である被災者生活再建支援金や、災害救助法に基づく応急修理のほか、町独自の支援

として町民と事業者への災害見舞金、上下水道料金の免除、農地等の災害復旧に要す

る補助、商工業者に対する施設改修等の補助などの支援策に取り組みました。 

 また、甚大な浸水被害を受けた中村川流域については、町、県、国などの関係機関

で構成する中村川流域治水緊急対策推進会議において協議・決定された「中村川流域

治水緊急対策メニュー」を基に、関係機関と連携しながら、ハードとソフト両面の施

策を計画的に推進し、豪雨災害からの着実で力強い復旧・復興の実現に取り組んでい

ます。 

 本誌は、この豪雨災害の記憶を風化させることなく未来へ継承し、災害の教訓とし

て活かしていくため、被害の状況やその際の災害対応など当時の状況を整理し、災害

の記録として取りまとめました。 

 本誌が町民の皆様の参考として、防災・減災への取り組みの一助となりますことを

強く願いまして発刊のご挨拶とします。 

 

 令和６年８月 

鰺ヶ沢町長 平田 衛  
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第１章 災害の概要  
 

（１）気象概要 

〇前線と低気圧による大雨（令和4年8月2日～3日） 

 8 月 2 日から 3 日は東北地方に前線が停滞し、また、3 日には日本海中部で前線上に低気圧が

発生し東北北部を通過した。前線と低気圧に向かって、台風第 6 号を起源とする暖かく湿った空

気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった。 

 青森県では 2 日 15 時頃から雨が降り始め、3 日未明から激しい雨が降り、深浦町付近では 3

日 7 時 20 分までの 1 時間に約 90 ミリ、8 時までの 1 時間に約 110 ミリ、鯵ケ沢町付近では 8

時 10 分までの 1 時間に約 90 ミリの猛烈な雨を解析し、記録的短時間大雨情報を発表した。ま

た、7 時 59 分には、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、命に危険が及ぶ

土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっているとして、顕著な大雨に関する青森

県気象情報を発表した。深浦で 3 日 7 時 26 分までの 1 時間に観測した 91.5 ミリは、通年とし

て日最大 1 時間降水量の観測史上 1 位を更新、降り始めの 2 日 15 時から 3 日 15 時までの 24 時

間降水量 平川市碇ケ関 188.5 ミリ、深浦 179.0 ミリ、平川市温川 179.0 ミリは、通年として月

最大 24 時間降水量の観測史上 1 位を更新するなど、記録的なものとなった。深浦、平川市温川、

平川市碇ケ関における月最大 24 時間降水量は、通年として観測史上 1 位、十和田においても 8

月としての観測史上 1 位を更新するなど記録的なものとなった。 

 また、この大雨により、津軽や三八上北で河川の溢水、土砂災害や浸水害が発生し、多くの住

家被害、農業被害等が発生した。 

（令和 4 年 8 月 8 日・青森地方気象台） 

 

〇北日本に停滞した前線による大雨（令和4年8月8日～13日） 

 8 月 8 日から 13 日にかけて、前線が華北（中国）から日本海を通って北日本へのびて停滞し

た。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、青森県では大気の状態が非常に不安定となっ

た。 

 青森県では 8 日昼過ぎから雨が降り始め、9 日朝から昼過ぎにかけて、津軽を中心に激しい雨

が降り、深浦町付近では 9 日 7 時までの 1 時間に約 100 ミリ、9 日 14 時までの 1 時間に約 90

ミリの猛烈な雨を解析し、記録的短時間大雨情報を発表した。9 日の日降水量は、深浦で 312.0

ミリ、弘前市岳で 252.5 ミリ、鰺ケ沢で 202.5 ミリと 1 日で平年の 8 月 1 か月の雨量を超える

記録的な大雨となり、通年として観測史上 1 位を更新した。また、10 日にかけての深浦、鰺ケ

沢、青森大谷、弘前市岳、大鰐における月最大 24 時間降水量は、通年として観測史上 1 位、青

森、五所川原市市浦、青森市酸ケ湯においても 8 月としての観測史上 1 位を更新するなど記録
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的なものとなった。その後も、13 日にかけて雨が断続的に降り続き長雨となり、降り始めの 8

日 13 時から 13 日 13 時までの総降水量は、弘前市岳で 444.5 ミリ、深浦で 433.5 ミリ、今別で

361.0 ミリとなった。 

 この大雨により、青森県では、河川の氾濫、土砂災害や浸水害が多数発生し、多くの住家被害、

農業被害等が発生した。 

（令和 4 年 8 月 26 日・青森地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【用語説明】 

記録的短時間大雨情報 （気象庁ホームページより） 

 数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測（地上の雨量計による観測）

したり、解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析：解析雨量）したりしたと

きに発表します。この情報は、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川

の洪水災害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするた

めに、雨量基準を満たし、かつ、大雨警報発表中に、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）

が出現している場合に発表するもので、大雨を観測した観測点名や市町村等を明記していま

す。雨量基準は、1 時間雨量歴代 1 位または 2 位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決

めています。 
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（２）観測状況 

 ８月９日の大雨では、最大 24 時間総雨量として気象庁のアメダス鰺ヶ沢観測所では 202.5 ミ

リ、青森県の中村上流観測所では 369 ミリを観測し、観測史上１位を更新しました。 

 また、中村川においても過去最高水位となる 11.26ｍを記録しました。 

 

最大 24 時間総雨量 

アメダス鰺ヶ沢観測所（西海小学校地内）  202.5 ㎜ （8 月 9 日 1 時～10 日 24 時） 

青森県中村上流観測所（中村川上流部）  369 ㎜  （8 月 9 日 3 時～10 日 2 時） 

 

河川最高水位（青森県河川砂防情報提供システムより） 

中村川  11.26ｍ （8 月 9 日 16 時 30 分） 

赤石川   4.10ｍ （8 月 9 日 15 時 10 分） 

 

2022/8/9             2022/8/10 

時間 
雨量 

アメダス 

雨量 

青森県 

河川水位 

中村川 

中村川 

警戒レベル 

 
時間 

雨量 

アメダス 

雨量 

青森県 

河川水位 

中村川 

中村川 

警戒レベル 

1：00 3.5 2.0 5.75   1：00 2.0 9.0 9.89 氾濫危険水位 

2：00 11.0 3.0 5.79   2：00 8.5 6.0 9.64 

避難判断水位 
3：00 2.5 1.0 5.79   3：00 3.0 1.0 9.45 

4：00 5.5 6.0 5.77   4：00 0.0 0.0 9.30 

5：00 19.5 53.0 5.81   5：00 0.5 0.0 9.11 

6：00 2.5 35.0 5.87   6：00 2.0 1.0 8.79 

氾濫注意水位 7：00 10.5 21.0 5.97   7：00 0.5 0.0 8.50 

8：00 23.0 26.0 7.92 
水防団待機水位 

 8：00 0.5 2.0 8.27 

9：00 6.0 7.0 8.00  9：00 2.0 5.0 8.10 

水防団待機水位 

10：00 8.5 41.0 8.46 氾濫注意水位  10：00 2.5 6.0 7.99 

11：00 11.0 6.0 9.90 

氾濫危険水位 

 11：00 6.0 4.0 7.96 

12：00 1.5 13.0 10.46  12：00 3.5 1.0 7.94 

13：00 9.5 43.0 10.67  13：00 0.5 0.0 7.98 

14：00 5.5 11.0 10.84  14：00 0.0 29.0 7.93 

15：00 31.5 12.0 10.98  15：00 1.5 2.0 7.82  

16：00 25.0 9.0 11.18  16：00 0.5 0.0 7.90 

水防団待機水位 17：00 4.5 6.0 ★ 11.26  17：00 0.0 0.0 8.04 

18：00 4.0 9.0 11.02  18：00 0.0 0.0 8.00 

19：00 2.0 5.0 10.52  19：00 0.0 5.0 7.82  

20：00 4.0 16.0 10.27       

21：00 5.5 12.0 10.15       

22：00 0.0 14.0 9.97       

23：00 1.5 5.0 10.04       

24：00 4.5 3.0 10.07        

 

中村川警戒基準 

氾濫危険水位 9.70ｍ 

避難判断水位 8.90ｍ 

氾濫注意水位 8.20ｍ 

水防団待機水位 7.90ｍ 
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最大 24 時間雨量線図 

 

 

 

 

 

  

アメダス鰺ヶ沢観測所 

青森県中村上流観測所 

自：令和 4 年 8 月 8 日 

至：令和 4 年８月 11 日 

（青森県ホームページより） 
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【雨雲レーダー】 【天気図】 

 

 

 

 

 

 

 

６時の様子 

８
月
９
日
６
時
の
天
気
図 

８
月
９
日
９
時
の
天
気
図 

正午の様子 

８
月
９
日
12

時
の
天
気
図 

（雨雲レーダー及び天気図の画像は tenki.jp より） 

８月９日の雨雲レーダーと天気図（午前６時から午後６時まで） 
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【雨雲レーダー】 【天気図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 時の様子 

８
月
９
日
15

時
の
天
気
図 

18 時の様子 

８
月
９
日
18

時
の
天
気
図 

21 時の様子 

 
（雨雲レーダー及び天気図の画像は tenki.jp より） 
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第２章 被害の概要 
 

（１）被害の概要 

 ８月９日、停滞した前線の影響で、町内における24時間総雨量が観測史上最大の202.5ミリ

を記録しました（中村上流観測所では、最大

24時間総雨量369ミリを記録）。 

この大雨により、舞戸地区を中心に約

200haが浸水し、住家・非住家を含めて580

棟が浸水被害を受けました。 

また、鰺ヶ沢・赤石・鳴沢・中村地区でも、

土砂崩れや法面の崩壊などが複数箇所で発

生し、赤石渓流線が寸断したほか、農地の冠

水、土砂堆積や水利施設の破損などの甚大な

被害が確認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語説明】 

外水氾濫  

河川の水位が上昇し、堤防を越えたり破堤するなどして堤防から水があふれ出ること。 

内水氾濫  

河川の水位の上昇や流域内の多量の降雨など（要因によって湛水型とか氾濫型等の表現も用い

る）により、河川外における住宅地などの排水が困難となり浸水すること。 

（気象庁ホームページより） 

舞戸地区下富田の様子（８月９日17時頃撮影） 

舞戸橋付近（８月９日17時30分頃撮影） 
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（２）被害額 

被害区分 被害額 概要 

土
木
関
係 

河川 1億5,600万円 法面崩落、護岸崩落（計９か所） 

道路 ９億 600万円 法面崩落、路肩崩落等（計28か所） 

橋梁 5億7,500万円 橋脚沈下、橋梁崩落、橋梁埋没（計２か所） 

小計 16億3,700万円  

農
林
業
関
係 

農業用施設 1億9,700万円 法面崩落、土砂堆積、路肩決壊等（計55か所） 

農地 1億3,400万円 法面崩壊、土砂堆積等（計60か所） 

林道 1,030万円 法面崩壊、土砂堆積等（計４か所） 

農作物 2億2,865万円 水稲、大豆、すいか、長芋ほか（計460.9ha） 

小計 5億6,995万円  

水
産
業
関
係 

イトウ養殖施設 140万円 土砂流入・堆積、イトウへい死（約500尾） 

アユ養殖施設 2,170万円 土砂流入・堆積、飼育池破損、アユへい死（約28,000尾） 

小計 2,310万円  

観
光
商
工
業
関
係 

事業所・工場 1億8,715万円   

商品在庫 2億5,241万円   

機器・設備 5億7,401万円   

観光施設 275万円 白神キャンプ場給水施設 

小計 10億1,632万円  

そ
の
他 

生涯学習施設 800万円 舞戸公民館エレベーター水没 

排水施設 29万円 中村川排水ポンプ水没 

下水道処理施設 4億7,000万円 鰺ヶ沢浄化センター水没 

小計 4億7,829万円  

合 計 37億2,466万円  

※表示金額は1万円未満切り捨てで表示しています               （令和４年11月29日現在） 
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（３）浸水被害状況 

 

浸水被害件数 

 
住家 

 

事業所など 空家 非住家 
うち店舗併用 

全壊 

（床上1.8ｍ以上の浸水） 
0 0  0  

大規模半壊 

（床上1ｍ以上1.8ｍ未満の浸水） 
11 3  1  

中規模半壊 

（床上0.5ｍ以上1ｍ未満の浸水） 
96 14  6  

半壊 

（床上0.5ｍ未満の浸水） 
193 25  4  

準半壊に至らない 

（床下浸水） 
64 5  4  

被害棟数 364 47 62 15 139 

無被害棟数 66 7 9 0 2 

判定不能家 0 0 0 3 0 

総計 430 54 71 18 141 

 （総務課調べ） 

 

【用語説明】 

全壊  

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋

没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困

難なもの。 

大規模半壊  

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当

該住宅に居住することが困難なもの。 

中規模半壊 

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修

を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。 

半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だし

いが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。 

準半壊に至らない 

住家内が浸水していないもの。            （内閣府ホームページより） 
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大雨災害により住家や事業所などが浸水被害に遭ったと想定される区域 

（ハザードマップに、町が実施した浸水区域調査の結果等を落とし込み作成） 

 

  

越水箇所  

住家等の浸水被害想定区域 

※地図に示した以外の箇所でも、農地や農道、林

道などが被害を受けたものと想定 
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（４）各地区の被害写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
浸水した舞戸保育所（８月10日16時頃撮影） 

 

水屋大橋からの様子（８月９日20時頃撮影） 

舞戸 

地区 

  曲がった鉄道橋（８月10日7時頃撮影） 

水が市街地を飲み込む様子（８月９日16時頃撮影） 

崩落した護岸（８月10日８時頃撮影） 

舞戸 

地区 
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鳴沢公民館前の道路に水が迫る（８月９日18時頃撮影） 

湯舟地区の崩落法面（８月10日９時頃撮影） 

大和田の道路（国道101号線） 

（８月９日15時頃撮影） 

鰺ヶ沢 

地区 

鳴沢 

地区 

陥没した道路（西松島１号・５号線）（撮影時間不明） 

） 
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田んぼに残された漂着物 

（８月19日15時頃撮影） 

旧中村小学校から見た中村川 

（８月９日16時頃撮影） 

中下から見た中村川 

（８月９日14時頃撮影） 

中村 

地区 

水没した農地（８月９日16時頃撮影） 

田んぼに残された大木と土砂 

（８月15日11時撮影） 
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赤石 

地区 

崩落した町道赤石渓流線 

（８月14日13時頃撮影） 
冠水したアユ養殖施設 

（８月９日14時頃撮影） 

白神の森遊山道入口付近の法面崩落 

（10月12日11時頃撮影） 

町道八景森線の路肩崩落 

（10月11日14時頃撮影） 



15 

 

第３章 初動対応 
 

（１）災害対策本部 

 ８月９日午前６時 12 分、鰺ヶ沢町に大雨警報

（土砂災害）が発表され、気象情報を収集した

ところ、水害発生のおそれがあると判断し、同

時刻に鰺ヶ沢町災害警戒本部を設置しました。 

 警戒態勢を強化しつつ、引き続き情報収集に

あたっていたところ、７時 30 分に土砂災害警戒

情報が発表され、中村川氾濫や土砂災害等が予

測されたため、同時刻に鰺ヶ沢町災害対策本部

に移行しました。 

その後 10 時 50 分に、中村川の水位が氾濫危険水位 9.70ｍに到達したため、町は避難指示の

発令とそれに伴う避難所の開設・運営を開始し、避難者へ毛布や食料等の物資の支給、帰宅困難

者へ住居の手配などの災害応急対策を行いました。 

 また、被災から１年間の間は、災害ごみの回収や受け入れ、浸水した家屋への消毒薬配布、災

害見舞金の給付等、復旧・復興に向け取り組みました。 

 翌年の令和５年８月 10 日、町は被害への対応状況等を確認し、応急復旧活動が終了したと判

断したため、鰺ヶ沢町災害対策本部を解散しました。 

 

（２）災害対応時系列表 

日  時 気象警報・中村川水位・応急対応など 

８月９日 ６時 12 分 大雨警報（土砂災害）発表 

鰺ヶ沢町災害警戒本部設置 

６時 32 分 洪水警報発表 

７時 15 分 防災行政無線で注意喚起放送 

７時 30 分 土砂災害警戒情報 発表 

鰺ヶ沢町災害対策本部設置 

８時 00 分 中村川水位 7.92ｍ（水防団待機水位到達） 

８時 07 分 大雨警報発表（浸水害） 

８時 20 分 第１回町災害対策本部会議 

９時 13 分 赤石川基橋付近で排水作業開始 

９時 39 分 中村川 旧山海荘付近で排水作業開始 

９時 44 分 滝渕ダムより 150t 流量の連絡 

９時 50 分 中村川水位 8.24ｍ（氾濫注意水位到達） 

災害対策本部会議の様子（８月 14 日） 
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日  時 気象警報・中村川水位・応急対応など 

８月９日 10 時 20 分 中村川水位 9.02ｍ（避難判断水位到達） 

10 時 45 分 第 2 回町災害対策本部会議 

10 時 50 分 中村川水位 9.70ｍ（氾濫危険水位到達） 

819 世帯、1,517 人に対し、避難指示発令（新田・林町・館・宮浜・舞戸

本町・高森・東町・岩谷・田中町） 

10 時 55 分 避難所開設（舞戸小学校・中央公民館・山村開発センター） 

11 時 30 分 福祉避難所開設（つくし荘） 

12 時 46 分 津軽森林管理署付近にて消防団が消防団ポンプによる排水作業を開始 

12 時 48 分 鰺ヶ沢病院裏の中村川排水機場にて排水作業を開始 

13 時 00 分 中村川下流周辺を中心とした外水・内水氾濫が発生 

13 時 08 分 中村川水位上昇に伴い中村川ポンプ排水作業停止命令 

13 時 30 分 中下地区、避難指示発令（自主避難所：中下婦人の家） 

13 時 35 分 中村川氾濫危険のため、津軽森林管理署、中村川排水機場での排水作業

を中断し撤退 

14 時 00 分 第 3 回町災害対策本部会議 

15 時 00 分 青森県リエゾン来庁 

16 時 00 分 あじバス全線運休 

舞戸地区の住民より救助要請（消防署対応） 

第 4 回町災害対策本部会議 

16 時 15 分 避難所開設（鰺ヶ沢中学校第２体育館） 

県健康福祉政策課より災害救助法適用の連絡 

16 時 30 分 中村川水位 11.26ｍ（最高水位） 

17 時 00 分 消防署が青森県消防相互応援隊の派遣を要請 

19 時 25 分 青森県消防相互応援隊先遣隊到着 

20 時 00 分 舞戸地区救助活動終了（救助者 25 名） 

8 月 10 日 ０時 20 分 青森県消防相互応援隊到着 

１時 50 分 中村川水位 9.69ｍ（氾濫危険水位を下回る） 

３時 00 分 浸水区域巡回（鰺ヶ沢消防署） 

５時 40 分 青森県消防相互応援隊・鰺ヶ沢消防署・消防団による浸水区域 445 世帯

安否確認（７時 30 分終了、人的被害なし） 

６時 00 分 国土交通省の排水ポンプ車により町浄化センターの排水作業開始 

８時 30 分 中村川水位 8.17ｍ（氾濫注意水位を下回る） 

10 時 30 分 消防相互応援隊解散 

11 時 30 分 第 5 回町災害対策本部会議 

15 時 00 分 気象台 JETT チーム来庁 

16 時 00 分 第 6 回町災害対策本部会議 
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日  時 気象警報・中村川水位・応急対応など 

8 月 10 日 16 時 03 分 中村川水位 7.90ｍ（水防団待機水位を下回る） 

8 月 11 日 ６時 30 分 避難所を閉鎖（鰺ヶ沢中学校第２体育館） 

６時 40 分 あじバスが始発から運行開始 

13 時 00 分 町長、副町長、教育長による浸水区域の被害状況視察・見舞い（災害ゴ

ミ搬入・回収チラシと土嚢袋を配布） 

13 時 11 分 洪水警報解除 

19 時 00 分 避難所を閉鎖（舞戸小学校、山村開発センター） ※以後、避難所は中

央公民館のみとする 

避難指示解除（中下）  

8 月 12 日 ８時 00 分 第 7 回町災害対策本部会議 

８時 30 分 災害ごみ受入開始（旧大高山スキー場駐車場） 

災害ごみ回収開始（町職員・業者・ボランティア ８月 26 日まで） 

12 時 00 分 町災害ボランティアセンター設置（町社会福祉協議会) 

国交省 TEC-FORCE（先遣調査班道路チーム）来庁 

16 時 30 分 第 8 回町災害対策本部会議 

8 月 13 日 ３時 10 分 土砂災害警戒情報解除 

５時 35 分 大雨警報（土砂災害）解除 

８時 00 分 浸水区域町道の堆積泥除去及び散水作業（８月 16 日まで） 

8 月 14 日 14 時 00 分 第 9 回町災害対策本部会議 

15 時 00 分 避難指示解除、福祉避難所閉鎖（つくし荘）、避難所閉鎖（中央公民館） 

8 月 16 日  罹災証明申請受付開始、被災証明申請受付・発行 

 帰宅困難世帯入居手配（町営住宅６世帯、県職員公舎６世帯） 

8 月 17 日  石井国土交通副大臣現地視察 

16 時 00 分 第 10 回町災害対策本部会議 

8 月 18 日 16 時 00 分 第 11 回町災害対策本部会議 

8 月 19 日  浸水被害状況調査を開始 

 国交省 TEC-FORCE（先遣調査班道路チーム）報告書手交 

16 時 00 分 第 12 回町災害対策本部会議 

8 月 20 日  国交省 TEC-FORCE（先遣調査班河川チーム）来町 

8 月 21 日  三村青森県知事現地視察 

8 月 22 日  浸水区域の被災世帯への健康被害調査（町・保健師・町社会福祉協議

会） 

 国土交通省査定官来町 

8 月 24 日  町議員災害説明 

９時 30 分 第 13 回町災害対策本部会議 
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日  時 気象警報・中村川水位・応急対応など 

8 月 25 日  被災者支援制度のお知らせ第１版発行 

９時 30 分 第 14 回町災害対策本部会議 

8 月 26 日  国交省 TEC-FORCE（先遣調査班河川チーム）報告書手交 

8 月 29 日  罹災証明書交付開始 

９時 00 分 第 15 回町災害対策本部会議 

8 月 31 日  谷内閣府特命担当大臣（防災）現地視察 

15 時 00 分 第 16 回町災害対策本部会議 

9 月 1 日  被災者支援制度相談窓口設置（役場１階町民ホール） 

9 月 7 日  内閣府防災担当職員 災害救助法等実務支援来庁（9 月 9 日まで） 

 10 時 20 分 第 17 回町災害対策本部会議 

9 月 8 日  被災者支援制度のお知らせ第２版発行 

９月９日  災害ごみ受入終了 

9 月 12 日  青森県職員 住宅の応急修理受付等支援来庁（10 月 14 日まで） 

9 月 16 日 15 時 00 分 第 18 回町災害対策本部会議 

9 月 22 日  被災者支援制度のお知らせ第３版発行 

10 月 14 日 15 時 00 分 第 19 回町災害対策本部会議 

（以後、通常業務と復旧業務を併用して進行する） 

令和 5 年 

8 月 10 日 
 

第 20 回町災害対策本部会議 

鰺ヶ沢町災害対策本部解散 

 

 

 

 

  

【用語説明】 

ＪＥＴＴ（気象庁防災対応支援チーム）  

気象庁は、市町村等の防災対応の支援を強化すべく、大規模な災害が発生した（または発生

が予想される）場合に、都道府県や市町村の災害対策本部等へ各地の気象台から JETT（JMA 

Emergency Task Team）として気象庁職員を派遣しています。派遣された職員は、現場のニ

ーズや各機関の活動状況を踏まえ、気象等のきめ細やかな解説を行うことにより、地方公共

団体や各関係機関の防災対応を支援します。 

（気象庁ホームページより） 
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（３）避難所の設置 

 町は、８月９日午前 10 時 50 分に、舞戸町の９地区 819 世帯（新田・林町・館・宮浜・舞戸

本町・高森・東町・岩谷・田中町）に対し避難指示を発令し、10 時 55 分に舞戸小学校、中央公

民館、山村開発センターの３か所に「指定一般避難所」を開設しました。16 時 15 分には、鰺ヶ

沢中学校第２体育館にも避難所を開設し、最大 460 名が指定一般避難所に避難しました。 

 また、生活が困難な要配慮者を受け入れるため、つくし会に指定福祉避難所の開設を要請し、

特定養護老人ホームつくし荘を指定福祉避難所として開設し、6 名が避難しました。 

 そのほか、地区公民館などを一時的な避難所とする「自主避難所」を４か所に開設しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

避難者数（最大） 

避難所 人数 

 

うち車中泊 

舞戸小学校 276 名 50 名 

中央公民館・山村開発センター 134 名 50 名 

鰺ヶ沢中学校第２体育館 50 名 0 名 

つくし荘（指定福祉避難所） ６名 0 名 

 

【用語説明】 

指定一般避難所 

災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害

により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として町が指定したものです。 

指定緊急避難場所 

津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付

けるものであり、住民等の生命の安全の確保を目的とし、災害の種類ごとに安全性等の一定の基準を

満たす「場所」または「施設」を町が指定したものです。 

指定福祉避難所  

災害時に一般の避難所では生活が困難な要配慮者を受け入れるための設備、器材、人材を備えた避難

所施設です。 

災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であり、町が施設と調整したうえで、受け入れとなる

ため、自宅等から指定福祉避難所に直接避難することはできません。 

受入対象者は、高齢者や障がいのある方など避難生活において特別に配慮を要する方及びその家族と

なり、介護保険施設や医療機関などへ入所・入院に至らない程度の方が対象です。 

自主避難所 

自主避難所は指定避難所とは異なり、被災する恐れがある場合など住民の皆様の問い合わせ状況など

を考慮した上で、事前の避難を希望する方を対象に一時的に開設するものです。 

自主避難所 

自主避難所 人数 備考 

赤石公民館 9 名  

鳴沢公民館 － 用水路が溢れそうに

なったため、鰺中第

２体育館へ移動 

細ヶ平集会所 － 町内会で対応 

中下農村婦人の家 －  
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（４）避難所の運営 

 町は避難所の開設に際し、必要な物品の準備

を行うとともに、避難に時間を要する避難行動

要支援者（在宅の要介護度３以上の方など）に

対して電話や対面での避難の呼びかけ、居宅介

護支援事業所の担当ケアマネージャーへの情報

提供や避難支援の依頼などを行いました。仕切

り用パネルや防災用テントを利用してプライバ

シーの保護を行ったほか、避難所に備えている

マットや椅子、座布団などを活用し、床に座る

ことが困難な高齢者に配慮しました。 

 避難所開設後は避難所運営のほか、各避難所

からの衛生用品の補充や健康面で不安を訴える

避難者への対応に努めました。また、中央公民

館では発熱者が避難してきたため、新型コロナ

ウイルス感染防止対策として、健康な避難者と

避難場所を分けて受け入れるなどの対応を行い

ました。 

 翌 10 日には、帰宅する避難者も多くいまし

たが、中には被災して帰宅できない方もいたた

め、避難所の運営を継続しました。 

 避難者の健康観察・相談として、町保健師が

各避難所を回り避難者への聞き取りを行い、薬

を持参していない避難者に、病院へ連絡して薬局で薬を再処方してもらうなどの対応をとりま

した。 

 このほか、要支援者の状況確認や配食、ヘル

パー等の介護サービスの調整などもあわせて行

いました。 

 11 日は避難所の閉鎖が続き、避難者の数が少

なくなりましたが、中央公民館で引き続き避難

者の健康観察を行ったほか、避難者家族への連

絡やショートステイ等の受け入れ先の調整を行

いました。 

 14 日に全ての避難者が帰宅したことから、避

難所を閉鎖し、避難所運営を終了しました。 

ウレタンマット（青色）の上で休む避難者 

（舞戸小学校） 

仕切りパネルで区切られたスペースに 

ジョイントマットを敷く避難者（山村開発センター） 

中央公民館にはプライバシー保護のため 

防災用テントが設置された 
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第４章 被災者支援 
 

（１）災害廃棄物の処理 

 ８月 12 日、町は旧大高山スキー場駐車場を災害

ごみの仮置き場とし、被災した家庭から出た災害

ごみの回収作業と災害ごみの自己搬入による受け

入れを開始しました。 

 回収作業には町が委託した業者や町内外から訪

れた災害ボランティア、町職員であたり、８月 26 日までの 15 日間実施しました。 

 また、災害ごみの自己搬入受け入れは９月９日までの 29 日間行い、約 1,500ｔの災害ごみが

集められました。これは、鰺ヶ沢町における年間ごみ排出量のおよそ２分の１の量に相当します。 

 大量の災害ごみが発生し、町単独では処理が不可能と判断し、「災害時における青森県市町村

相互応援に関する協定」及び「災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定書」に基づき、

災害ごみの処理が可能な組合や業者の協力により分別・運搬・処理を行いました。 

 災害ごみが大量であることや降雪の影響により、災害ごみの処理完了は翌年の令和５年 10 月

末となりました。 

災害廃棄物処理量 

種類／処理年度 令和４年度 令和５年度 合計 

可燃ごみ 7,310kg 170,110kg 177,420kg 

不燃ごみ 0kg 882,920kg 882,920kg 

ガラス類 0kg 0kg 0kg 

木くず 94,040kg 164,890kg 258,930kg 

畳 32,260kg 0kg 32,260kg 

ふとん 24,310kg 0kg 24,310kg 

ボード 18,010kg 0kg 18,010kg 

タイヤ 5,690kg 2,540kg 8,230kg 

プラスチック・金属混合 0kg 32,110kg 32,110kg 

金属くず 7,680kg 13,250kg 20,930kg 

リ
サ
イ
ク
ル
家
電
４
品
目 

エアコン 0kg 0kg 0kg 

テレビ（ブラウン管式） 2,139kg 3,634kg 5,773kg 

テレビ（液晶・プラズマ式） 496kg 1,328kg 1,824kg 

冷蔵庫・冷凍庫 5,766kg 14,508kg 20,274kg 

洗濯機・衣類乾燥機 2,255kg 4,961kg 7,216kg 

合計 199,956kg 1,290,251kg 1,490,207kg 

巡回回収

期間 

令和４年８月 12 日 

～令和４年８月 26 日（15 日間） 

災害ごみ

受入期間 

令和４年８月 12 日 

～令和４年９月９日（29 日間） 

災害ごみ

受入場所 
旧大高山スキー場駐車場 
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災害ごみの回収作業（８月 12 日８時頃撮影） 災害ごみ自己搬入の車の列（８月 12 日９時頃撮影） 

仮置

き場  

受入終了後の仮置き場の様子 

災害ごみとして出された畳が何重にも重なっている 

出された災害ごみは分別が不十分なため、 

手作業で分別後に運搬・処理された 

旧大高山スキー場駐車場に隣接するライフル射撃

場に集められた災害ごみ 

（有害ごみ・家電４品目以外の家電） 

山のように積まれた災害ごみ（金属類） 

回収

作業  

自己

搬入  
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（２）ボランティア活動 

 

〇鰺ヶ沢町災害ボランティアセンターの設置 

 鯵ヶ沢町社会福祉協議会（以下、町社協）では、

８月 10、11 日の２日間にわたり、２人１組体制で

被災者宅を訪問して被害状況を確認しました。確

認の結果、浸水した家財道具や畳などの量が膨大

であり、水を含んだ家財道具などは重量が増して、

運び出すのに多くの人手が必要であると判断し、

町と町社協は「災害ボランティアセンターの設置・

運営等に関する協定」に基づき「災害ボランティ

アセンター」の設置の検討に入りました。 

 当時、新型コロナウイルス感染症が流行してお

り、各地の災害ボランティアセンターではボランティアの全国募集を控えていましたが、町と町

社協は募集範囲について協議し、町の広範囲が被災したことや被災された方の中に高齢者が多い

こと、何よりも一刻も早く町民の生活を元に戻したいとの思いから全国募集を決断しました。 

 ８月 12 日、町社協に「鰺ヶ沢町災害ボランティアセンター」を設置したところ、全国各地か

らボランティアが集まり、被災した家庭を訪問し家具を外に運び出したり浸水した家屋の清掃を

手伝ったりするなど、被災された方の生活再建のために尽力しました。 

 ボランティアセンター設置にあたっては、町の防災無線や新聞、広報などで周知したほか、町

社協職員や協力員が浸水被害を受けた住宅を訪問し、ボランティアの活用について説明しました。 

 ９月９日の災害ボランティアセンター閉鎖まで、全国から集まった延べ 834 名のボランティ

アが町の復旧のために尽力しました。 

 

〇災害緊急支援ネットワークに支援を要請 

 床下や壁の断熱材が浸水被害に遭った住居等で

は、床下などにカビが発生しているおそれがあり

ます。１度発生したカビは取りきることが難しい

ため、一刻も早い除去作業を行うことが課題とな

りました。 

 そこで、町社協は、災害緊急支援ネットワーク団

体の一般社団法人 OPEN JAPAN（宮城県）と Junp

（岩手県）に支援を要請するとともに、両団体から

作業を行うための知識と技術を学びました。また町社協では、洗濯機の無料貸し出しや、デイサ

ービスセンターの浴室を無料開放するなどの支援を行いました。 

町社協に集まるボランティア 

床下の泥を取り除くボランティア 
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〇鰺ヶ沢町被災者支援センターの設置 

 町社協では 9 月 9 日の災害ボランティアセンター閉

鎖後も、被災者を訪問する中で、支援制度の申請方法が

わからないといった声があり、９月 16 日、「鰺ヶ沢町被

災者支援センター」を開設しました。 

これは、生活再建を支援することを目的に設置された

もので、各種支援制度の申請手続きに係る被災者の付き

添い、災害ごみの撤去などの支援を行いました。 

 

 

 

  

災害ボランティアセンター設置日等 

設  置  日 令和４年８月 12 日 

設 置 終 了 日 令和４年９月９日 

活 動 期 間 29 日間 

延べ参加人数 834 名 
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（３）被災者健康調査の実施 

 町と町社会福祉協議会（以下、町社協）は合同で、被災者健

康調査を実施しました。 

これは、浸水被害に遭った世帯に対して、健康面や生活面で

の困りごとがないか確認することを目的としたもので、町社

協は８月 17 日から実施し、町は 22 日から調査を開始しまし

た。 

 調査では、被災者宅を１軒ずつ訪問し、食事や衛生面、頭痛

や不眠といった身体的・精神的不調の有無などの聞き取りを

行いました。また、町が行った調査には、青森県立保健大学の

学生４名が同行し、サポートをしてくれました。 

 調査対象 327 軒中 244 軒から得られた回答では、「災害廃棄

物や泥の片付け」などの衛生面での訴えが多く見られたほか、

「不眠」「不安」「食欲・意欲の低下」「気分の落ち込み」など

の精神面での不調を訴える方も多く見られました。そのため、町では精神的不調を訴える被災者

38 名に対し、９月 21 日から２回目の被災者健康調査を実施しました。２回目の調査で精神的不

調を訴える方は４名に減りましたが、その４名に対し、町保健師が情報を共有しながらフォロー

を継続的に行いました。 

 

調査結果 

健康被害 

回答者 
食生活 介護 精神面 

清潔 

(入浴) 
排泄 

受診 

状況 
ごみ 泥 

独居＋高齢者のみ＋障がい者 0 0 0 0 0 0 0 0 

独居＋高齢者のみ 3 1 9 7 1 2 5 8 

高齢者のみ＋障がい者 0 0 0 1 0 0 0 0 

独居 3 1 2 4 0 0 2 2 

高齢者のみ 1 2 10 3 1 1 5 7 

障がい者 0 0 0 0 0 1 0 0 

入院中 0 0 0 0 0 0 0 0 

一般世帯 3 1 17 9 3 5 16 19 

 

 

聞き取り調査の様子 
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（４）帰宅困難者への住宅支援 

 町では、住宅の浸水被害が大きく、住むことが難しくなった帰宅困難者に対し、政策空き家と

して一般貸与していない町営住宅の空き部屋を 8 月 16 日から生活に困窮している被災 6 世帯に

提供しました。 

 また、青森県にも要請して、空き部屋となっている県職員公舎を一時提供住宅として、被災 6

世帯に 8 月 19 日から最大 1 年間の無償貸付（光熱水費は入居者負担）し、住まいに対する支援

を行いました。 

 

（５）被災者相談窓口の設置 

 9 月１日、町は支援制度の内容や手続方法の説

明や、相談をする場所として、被災者相談窓口を

役場１階町民ホールに設置（９月 30 日まで）し

ました。 

被災者相談窓口設置の前に、8 月 25 日に国・

県・町などが行う支援策をまとめたチラシ「災害

者支援制度のお知らせ」を作成し、毎戸配布しま

した。被災者支援制度のお知らせは、内容を更新

し、第 2 版を９月８日、第３版を 9 月 22 日に発

行しました。 

10 月 13 日、14 日には舞戸公民館に臨時相談

窓口を設置し、支援策の受付、相談を行いました。 

 

被災者相談窓口に寄せられた相談件数 

相談内容 件数 

支援制度全般に関すること 117 件 

罹災証明書・被災証明書の発行

に関すること 
13 件 

罹災証明書の判定に関すること 9 件 

災害ごみに関すること 5 件 

見舞金に関すること 7 件 

建物の修理に関すること 35 件 

賃貸物件に関すること 8 件 

その他 15 件 

合計 209 件 

  

町役場に被災者支援窓口を設置 

被災者支援制度のお知らせ（第１版） 

Ａ３用紙に両面印刷し、二つ折りで発行 
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(６)各種被災者支援制度 

 町では被災者に対して国・県の制度に基づいた支援のほか、町独自の支援制度により、生活の

再建に向けての支援を行いました 。 

※実績は令和 5 年 3 月 31 日時点 

〇災害見舞金（町民用） 

内容 

対象：被災された住家の代表者（１棟につき１名）及び令和４年８月９日時点で被災家屋

と同じ住所であること 

内容：自己の居住する住家（持ち家または賃貸住宅）の世帯主に対し、見舞金を給付 

・床上浸水以上：10 万円 ・床下浸水：５万円 

実績 29,900,000 円（327 件） 根拠法令等 町支援制度 

 

〇災害見舞金（事業主用） 

内容 

対象：被災された店舗・事業所の事業主（8/9 時点で営業している事業者） 

※農業、漁業、不動産業、特定非営利活動法人以外 

内容：被災された店舗・事務所等の事業主に対し、見舞金１店舗あたり 10 万円を給付 

実績 9,800,000 円（98 件） 根拠法令等 町支援制度 

 

〇被災者生活再建支援金（国） 

内容 

対象：大規模半壊、中規模半壊 

内容：居住する住宅が中規模半壊以上の被害を受けた世帯へ支援金を支給 

   ・基礎支援金 大規模：50 万円（１人世帯：37.5 万円） 

   ・加算支援金 大規模：建設・購入 200 万円、補修 100 万円、賃借 50 万円 

          中規模：建設・購入 100 万円、補修 50 万円、賃借 25 万円 

                              （1 人世帯は 3/4） 

実績 
基礎支援金  8,250,000 円（14 件） 

加算支援金 33,437,500 円（60 件） 
根拠法令等 被災者生活再建支援法 

 

〇被災者生活再建支援金（町） 

内容 

対象：中規模半壊、半壊 

内容：居住する住宅が半壊以上の被害を受けた世帯へ支援金を支給 

   ・基礎支援金 30 万円（1 人世帯は 22.5 万円） 

実績 66,300,000 円（240 件） 根拠法令等 町支援制度 
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〇住宅の応急修理 

内容 

対象：半壊等の損害を受け、現に自宅等で避難生活を送っており、自らの資力で応急修理

することができない世帯 

内容：被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を町が応急

的に修理 

・大規模半壊、中規模半壊、半壊の世帯：655,000 円以内 

・準半壊の世帯：318,000 円以内 

実績 65,361,947 円（114 件） 根拠法令等 災害救助法 

 

〇災害援護資金の貸付 

内容 
対象：半壊以上 

内容：生活の再建に必要な資金を被害の大きさや所得状況に応じて貸付け 

実績 1,700,000 円（1 件） 根拠法令等 町支援制度 

 

〇生活必需品の給与 

内容 
対象：半壊以上 

内容：生活必需品が不足している世帯に対して、必要最小限の生活必需品を現物給与 

実績 1,189,647 円（143 件） 根拠法令等 災害救助法 

 

〇応急仮設住宅への入居（賃貸型） 

内容 

対象：住宅の被害が半壊以上に該当し、住宅として利用できない方 

   ※住宅の応急修理を実施した方も対象 

内容：住宅が半壊以上の被害を受け、住宅として利用できず、居住する住家がない方に対し

仮設住宅（民間賃貸住宅）を供与（最長２年間）※住宅の応急修理を併用の場合は、

原則６か月 

実績 なし 根拠法令等 災害救助法 

 

〇証明手数料等の免除 

内容 
対象：被災された方 

内容：災害に伴う生活再建等のために必要な住民票・所得証明書等の手数料を免除 

実績 160,600 円（532 件） 根拠法令等 町支援制度 
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〇上下水道料金の免除 

内容 

対象：被災地域で上下水道に加入している方 

内容：被災者の 8 月分上下水道料金（基本料金・超過料金）を全額免除（被災された方へ

は、毎月 10 日頃発行の納付書は発送されません。また、毎月 25 日の口座引落しも

されません） 

実績 
上水道 3,337,460 円（437 件） 

下水道   663,999 円（227 件） 
根拠法令等 町支援制度 

 

〇国民年金保険料の免除 

内容 

対象：住宅、家財その他の財産について、おおむね 1/2 以上の損害を受けた方 

内容：被害程度や保険金・損害賠償金の程度により、国民年金保険料を免除（免除が承認さ

れる期間：令和４年７月分から令和６年６月分） 

実績 1,193,220 円（6 件） 根拠法令等 国民年金法 

 

〇町税等の減免 

内容 
対象：個人住民税・国保税：中規模半壊以上、固定資産税：半壊以上 

内容：被害程度や所得状況等により減免（対象税目：個人住民税、固定資産税、国保税） 

実績 

個人住民税   226,600 円（ 7 件） 

国民健康保険税 538,100 円（ 4 件） 

固定資産税   382,800 円（49 件） 

根拠法令等 町支援制度 

 

〇町税の徴収猶予 

内容 
対象：被災された方 

内容：災害によって受けた損害については、雑損控除の適用を受けることができる 

実績 なし 根拠法令等 町支援制度 

 

〇後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予 

内容 
対象：中規模半壊以上 

内容：後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予（一定の基準を満たす場合） 

実績 減免 55,900 円（4 件）、猶予 0 円（0 件） 根拠法令等 高齢者医療確保法 

 

〇介護保険料の徴収猶予及び減免 

内容 

対象：中規模半壊以上 

内容：介護保険第１号被保険者（65 歳以上の方）で、被害程度や所得状況等一定の要件を

満たした場合に保険料の減免徴収を猶予・減免 

実績 減免 268,200 円（12 件）、猶予 0 円（0 件） 根拠法令等 町支援制度 
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〇介護サービス利用料の減免 

内容 

対象：中規模半壊以上 

内容：介護保険サービスの利用者で、被害程度や所得状況等一定の要件を満たした場合に介

護サービス利用料を減免 

実績 なし 根拠法令等 町支援制度 

 

〇保育料の減免 

内容 

対象：家屋等財産が著しく損失を受けた方 

内容：被害程度により全額または半額免除 

   ・家屋全壊または半壊 ・借家家財焼失または滅失 

実績 156,450 円（6 件） 根拠法令等 町支援制度 

 

〇教科書等の再給与 

内容 
対象：住宅の全壊･半壊･床上浸水により教科書及び学用品の喪失もしくは損傷した児童生徒 

内容：対象児童生徒に対し、教科書等を再給与 

実績 教科書 55 冊、学用品 80,281 円（12 件） 根拠法令等 災害救助法 

 

〇児童扶養手当の特別措置 

内容 

対象：住宅または家財などの財産について被害額がおおむね 1/2 以上の損害を受けた方 

内容：児童扶養手当の受給資格者であり、所得制限により支給が停止されている方につい

て、所得制限の特例措置を講じる。 

実績 なし 根拠法令等 児童扶養手当法 

 

〇放課後ルーム負担金の免除 

内容 
対象：被災された方 

内容：放課後ルーム負担金を３か月間免除 

実績 73,500 円（7 世帯、11 名） 根拠法令等 町支援制度 

 

〇町事業者被災復旧支援補助金 

内容 

対象：被災され、事業を継続する意思のある事業者  

※農業、漁業、不動産業、金融機、特定非営利活動法人、風俗関連事業者、暴力団

等の反社会的勢力に関係する事業者以外 

内容：被災証明を受け、事業を継続する対象事業者に対し、店内の改修、設備・備品等の経

費を 1 店舗あたり 30％補助（上限あり） 

・修繕等経費 1,000 万円以上は上限 300 万円 

実績 13,689,000 円（27 件） 根拠法令等 町支援制度 
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〇町経営安定化サポート資金「災害枠」特別保証料補助金 

内容 

対象：被災された町内事業者（住所要件なし） 

内容：資金（設備資金・運転資金）の保証料を補助 

   限度額 1,000 万円、期間 10 年（据置 2 年）以内、利率３年以内 0.9％（3 年超

1.1％）、保証料 0.45％～1.90％、補助率町全額 

実績 保証料 1,093,937 円（4 件） 根拠法令等 町支援制度 

 

〇町農地等災害復旧事業費補助金 

項目 

対象：被災された農業者または農業者の組織する団体 ※40 万円未満の小災害を対象 

内容：対象農地等：①耕作している、または適正に保全管理している農地 

②農業用施設（用排水路、農業用ため池等） 

③災害発生を町に報告した箇所であること 

補助対象経費：農地等を自力で現状復旧するために要する経費 

補助率：補助対象経費の 1/3 以内でかつ 13 万 3 千円を限度とする額 

実績 2,513,000 円（28 件） 根拠法令等 町支援制度 

 

〇町農作物等大雨災害対策事業補助金 

項目 

対象：被害を受けた町内の販売農家で、今後も引き続き町内で農業経営を継続する方  

内容：（１）水稲（主食用米及び飼料用米）及び大豆に係る経費並びに助成金の額 

      種子購入と薬剤散布に要する経費（消費税及び地方消費税を除く）とし、 

      被害面積 10 アール当たり 3,000 円と限度とする全額を助成 

   （２）園芸作物に係る経費及び助成金の額 

      種苗購入と薬剤散布に要する経費（消費税及び地方消費税を除く）とし、 

      被害面積 10 アール当たり 10,000 円を限度とする全額を助成 

実績 4,079,600 円（25 件） 根拠法令等 町支援制度 
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（７）寄附や義援金による支援 

 

〇指定寄附金・災害見舞金 

 町の被災状況を新聞やテレビなどのマスメディアで知った全国各地の一般の方々や企業から、

指定寄附金や災害見舞金のご寄附・ご支援をいただきました。 

件数 金額 

134 件 47,336,426 円 

 

〇ふるさと納税災害支援金 

 町が運用する 6 つのふるさと納税ポータルサイトで災害支援金を募集し、令和４年８月 11 日

から令和５年７月 31 日まで寄附を受け付けました。全国からたくさんの温かいご支援をいた

だきました。 

件数 金額 

656 件 5,575,000 円 

 

〇令和４年８月大雨災害青森県義援金 

この義援金は、青森県で募集し、県、日本赤十字社青森県支部、青森県共同募金会を通じて、

全国の皆様から県内の被災者に寄せられた総額 2 億 2,783 万 6,674 円の義援金です。 

このうち、町に配分された１億 4,003 万 7,151 円を町災害義援金配分委員会において決定した

基準により、下記のとおり配分しました。 

被災住家に対する配分（１次配分） 

被害区分 

配分単価 

配分件数・配分金額 

所有者（棟） 居住者（世帯） 合計金額 

大規模半壊 

487,500 円 
11 件 5,362,500 円 11 件 5,362,500 円 22 件 10,725,000 円 

中規模半壊 

325,000 円 
94 件 30,550,000 円 89 件 28,925,000 円 183 件 59,475,000 円 

半壊 

162,500 円 
171 件 27,787,500 円 173 件 28,112,500 円 344 件 55,900,000 円 

一部半壊 

32,500 円 
57 件 1,852,500 円 57 件 1,852,500 円 114 件 3,705,000 円 

合計 333 件 65,552,500 円 330 件 64,252,500 円 663 件 129,805,000 円 

被災事業所に対する配分（１次配分） 

配分単価 配分件数 配分金額 

186,039 円 55 件 10,232,145 円 

※余剰金６円は、日本赤十字社青森県支部を通じて「令和５年７月７日からの大雨災害義援金」に寄附しました。 
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（８）物資による支援 

 発災当初から、県内外の自治体や各種団体、民間企業から飲料水や食糧、生活用品などの物資

支援を受けました。 

区分 機 関 名 （順不同） 

自 治 体 岩手県久慈市 

各種団体等 日本赤十字社青森県支部、鯵ヶ沢町漁業協同組合、青森県西部郵便局長会、 

青森県理容生活衛生同業組合、（一社）全国農業会議所、呉市立天応学園、 

三重県南伊勢高等学校（南勢校舎南伊勢高校 SBP）       ほか 

民 間 企 業 株式会社とびしま、ファミリーマート鯵ヶ沢バイパス店、 

（株）東北イノアック、（株）東北タチバナ、イタリア食堂マリア、 

鰺ヶ沢地域創生合同会社、（株）交通建設、（株）ぎょうせい東北支社 

明治安田生命保険相互(株)青森支社五所川原営業所         ほか 

※個人情報保護のため、個人でご支援いただいた方の掲載は差し控えさせていただきます 

 

 

＜日本赤十字社からの災害救援物資＞ 

    ８月 10 日、日本赤十字社青森支部より、町に災

害救援物資が届けられました。 

・毛布 200 枚 

・タオルケット 200 枚 

・緊急セット（タオルなど 25 品目） 132 組 

・安眠セット（マットなど 10 品目） 30 組 

 

 

＜岩手県久慈市からの災害支援物資＞ 

 8 月 12 日、町と友好協定を結んでいる岩手県久

慈市から災害支援物資が届けられました。 

・消石灰（20 ㎏入） 100 袋 

・マスク 段ボール１箱分 

・アルファ米 1,800 食分 

・ライスクッキー 251 食分 

・備蓄パン 1,704 食分 

・保存水 1,000 リットル 

・土のう袋 1,500 枚 

 

  

久慈市澤里副市長（左）と平田町長（右） 
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（９）町民による取組 

 被災された町民を元気付けようと、町内の各団体で様々な活動を行いました。 

 

実施日 実施団体名 内容 

令和４年９月 10 日 

アビタニアジャージーファー

ム、赤石水産漁協女性部、鰺ヶ

沢高校ＳＢＰ研究会 

「あじがさわ食による応援プロジェクト」と

題し、ＪＲ鰺ケ沢駅前広場においてカレーや

豚汁、力士くんおやきなどをふるまい 

令和４年９月 30 日 一般社団法人鰺ヶ沢町観光協会 「あじがさわ港町を彩る花火」を開催 

令和４年 11 月 14 日 鰺ヶ沢中学校 芸術鑑賞教室へ被災された方を招待 

令和４年 12 月 2 日 西海小学校 発表参観日へ被災された方を招待 

令和４年 12 月 22 日 舞戸小学校 
広報あじがさわ令和５年１月号に、児童が書

いた「応援レター」を掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ふる 

まい 
花火 

西海

小 

舞戸

小 

鰺中 
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（10）町以外の被災者支援制度 

項目 担当機関 

生活福祉資金制度による貸付 鯵ヶ沢町社会福祉協議会 

所得税等の納税の猶予 五所川原税務署 

県税の減税 青森県西北地域県民局県税部 

県税の納期限の延長及び徴収猶予 青森県西北地域県民局県税部 

東北電力電気料金などの特別措置 東北電力カスタマーセンター 

NHK 放送受信料の免除 NHK 青森放送局 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 西北地方福祉事務所 

高等学校授業料等減免措置 被災者が在学する高校 

青森県国公立高校生等奨学のための

給付金 

在学する高校 

※県外高校在学生は、青森県教育庁学校施設課 

JASSO 災害支援金［（独）日本学生

支援機構］ 

被災者が在学する学校 

農林漁業セーフティネット資金 青森県農林水産部、日本政策金融公庫青森支店農林水産事業 

農林漁業施設資金（災害復旧） 青森県農林水産部、日本政策金融公庫青森支店農林水産事業 

（令和５年３月３１日時点） 

（１1）その他の支援 

８月 11 日、町三役は分かれて浸水区域を１軒

ずつ見舞い、災害ごみの搬入・回収チラシと土の

う袋を手渡しました。また、同時に、浸水被害を

受けた町民の方に聞き取りを行うなどして被害

状況を見て回りました。 

 ８月 13 日からは、浸水区域における町道に堆

積した泥を除去するため、散水作業を開始した

ほか、希望者には浸水被害を受けた家屋の消毒

用に漂白剤などを必要に応じて配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害ごみの搬入について町民に説明をする平田町長

（左） 

道路に堆積した泥を洗い流す散水車 漂白剤等配布受付の様子 
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第５章 災害復旧・復興 
 

（１）視察対応 

 町の被害状況確認のため、谷公一防災担

当大臣や石井浩郎国土交通副大臣、県選出

の津島淳衆議院議員や滝沢求参議院議員、

木村次郎衆議院議員等多くの国会議員が町

の被災状況を視察しました。令和４年９月

30 日、閣議決定により、町に被害をもたら

した大雨災害が激甚災害に指定されまし

た。 

【主な視察団体】 

８月 11 日 公明党（若松謙維参議院議員ほか５名） 

８月 13 日 立憲民主党（田名部匡代参議院議員ほか４名） 

８月 14 日 日本共産党（高橋千鶴子衆議院議員ほか４名） 

８月 17 日 国土交通省（石井浩郎国土交通副大臣ほか 12 名） 

８月 21 日 青森県（三村申吾青森県知事ほか数名） 

８月 24 日 自由民主党（木村次郎衆議院議員ほか 11 名） 

８月 31 日 谷公一防災担当大臣（ほか８名） 

９月 ７日 足立敏之参議院議員（ほか数名） 

９月 21 日 津島淳衆議院議員・滝沢求参議院議員（ほか数名） 

９月 27 日 青森県市町村振興協会（小野寺晃彦青森市長ほか３名） 

 

【用語説明】 

激甚災害制度 （内閣府ホームページ「激甚災害からの復旧・復興対策」より） 

激甚災害制度は、地方財政の負担を緩和し、または被災者に対する特別の助成を行うことが

特に必要と認められる災害が発生した場合に、中央防災会議の意見を聴いた上で、当該災害

を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対して適用すべき災害復旧事業等に係る国庫補

助の特別措置等を指定するものです。指定されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等へ

の国庫補助のかさ上げや中小企業事業者への保証の特例など、特別の財政援助・助成措置が

講じられます。 

なお、指定については、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づ

き、政令で指定することになりますが、政令の制定・改正にあたっては、中央防災会議があら

かじめ定めている「激甚災害指定基準」及び「局地激甚災害指定基準」によります。 

被
害
状
況
の
説
明
を
受
け
る 

谷
防
災
担
当
大
臣
（
中
央
） 
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（２）災害復旧状況 

 令和６年５月３１日時点における災害復旧状況は以下のとおりです。 

 

〇土木関係 

・河川災害復旧工事：９件（全て完了済み） 

・道路災害復旧工事：８件（全て完了済み） 

・赤石渓流線災害復旧工事：21 件（完了３件、残18件※すべて発注済み） 

・鰺ヶ沢町内水氾濫対策測量調査設計業務を契約 

  契約先：(株)キタコン  契約日：令和 5 年 4 月 3 日  契約額：１億 6,280 万円 

  契約変更日：令和６年３月 22 日（委託期間の変更） 

  委託期間：契約の翌日から令和７年 3 月 25 日まで 

 

〇下水道関係 

・鰺ヶ沢浄化センターの災害復旧事業に係る建設工事委託に関する協定を締結 

  協定先：日本下水道事業団  協定日：令和 5 年 1 月 23 日  協定額：３億 3,291 万円 

・鰺ヶ沢浄化センター災害復旧建築工事（シャッター）を契約 

  契約先：（株）木村建設  契約日：令和 5 年９月４日  落札額：257 万 6,000 円 

・防水壁設置工事（再度災害防止対策事業） 

  9 月下旬発注予定 

・鰺ヶ沢町雨水出水浸水想定区域図作成業務委託を契約 

  契約先：日本水工設計株式会社青森事務所  契約日：令和 5 年７月 10 日 

  契約額：1,342 万円  委託期間：契約の翌日から令和 6 年 3 月 25 日まで 

 

〇農業関係 

・農業用施設災害 

 査定決定   １２件 

 計画変更予定  ６件 

 災害復旧予定箇所 １３件（着手 7 件（うち完了２件）、未着手 6 件） 

 ※大規模災害の適用を受けた水路及び頭首工については、調査・測量・設計業務の発注後、河

川協議等を経て、施設の復旧を目指す。 

・農地災害 

 査定決定   ２３件 

 計画変更予定  ６件（作業中４件） 

 廃工      １件 

 災害復旧予定箇所  ２２件（着手１８件（完了１件）、未着手 4 件） 

※中村川と徳明川の合流部から上流域の河川復旧計画が未定のため、未着手。河川災害の発注
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状況を注視し、適宜発注する予定である。 

 

〇林道関係 

・査定決定 1 件（長間瀬線） 

 長間瀬線林道災害工事 復旧延長 L＝15m 

 工期 令和 5 年 3 月 14 日から令和 5 年 8 月 31 日 令和 5 年 6 月 9 日完成 

 

〇水産関係 

・イトウ・アユ養殖施設   

※アユ養殖施設飼育池破損は未整備 

※イトウ・アユ養殖事業については通常通り再開 

 

〇その他災害復旧状況 

・舞戸公民館エレベーター改修工事 

 契約先：(株)世永建設 契約日：令和６年３月 29 日 契約額：3,586 万円 

 契約期間：契約日の翌日から令和６年８月 31 日まで 

 ※エレベーターの部品・資材等、搬入の遅れにより完成は 11 月中旬となる見込み 

・中村川排水ポンプ 排水ポンプ２台修繕完了、１台追加購入済 
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（３）テックフォースによる町道赤石渓流線被災調査 

 町道赤石渓流線の被害状況を把握するため、８月１３日から調査を開始したテックフォース

（国土交通省緊急災害対策派遣隊）が８月 19 日、調査報告書を町長に提出し、被害状況を説明

しました。 

 
 

 

① ⑩ 

⑫ ㉖ 

㉗ ㊳ 

被害

状況 

【用語説明】 

TEC－FORCE（国土交通省緊急災害対策派遣隊） （関東地方整備局ホームページより） 

TEC－FORCE（Technical Emergency Control FORCE）は、大規模な自然災害が発生した際

に、被災地に迅速に駆けつけ支援を行う国土交通省の部隊です。被災状況の迅速な把握、被

害の拡大や二次災害の防止、被災地の早期復旧等に対する技術的な支援を行います。 

 

※
写
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上
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（４）要望活動 

〇青森県に被災世帯への青森県公舎の無償貸与について要望 
 

 被災した町民から、被災家屋では当面生活できないため、住宅の確保・提供についての要望

がありました。このため、町では町営住宅を無償で提供することとし、不足する住宅について

は、県が所有し現在使用していない公舎等を無償で貸与できるよう、令和４年８月 16 日、平田

町長が青山副知事へ電話で要請をし、５棟使用の承諾を得ました。 

 

〇三村青森県知事の鰺ヶ沢町現場視察における要望 
 

 令和４年８月 21 日、三村知事が災害現場を視察し 

ました。 

 その際駅前広場において、平田町長が①被災世帯へ 

の支援、②被災した商工業者への支援、③農林業施設 

災害への支援、④中村川(外水氾濫)と内水氾濫に関す 

る調査の依頼等について要望しました。 

 

 

〇青森県への災害復旧、復興のための財政支援等を要望 

 災害復旧・復興のための財政出動について、町財政の状況が厳しいことから、令和４年８月２

２日、青森県庁において青山副知事へ町に対する財政支援を要望しました。 

 また、災害廃棄物処理に係る国の補助制度の活用についても支援を要請しました。 

 

〇西北管内選出県議会議員及び市町村長の意見交換会 
 

 令和４年８月 22 日、西北管内選出県議会議員及び市町村長の意見交換会において、平田町長

が災害の被災状況説明を行い、支援を要請しました。 

 

〇8月3日からの大雨による被害に係る県への緊急要望(県町村会・市長会) 
 

 令和４年８月 25 日、青森県庁において、青森県市長 

会とともに青森県町村会が、青森県に対して緊急要望を 

行いました。 

 要望内容は、①激甚災害の早期指定及び特別交付税等 

による財政措置、②被災町村への復旧対応に係る人的支 

援の強化、③道路、河川など県管理施設の早期復旧及び 

国管理施設の早期復旧に向けた国への働きかけ、④被災 

生産者の復旧・復興に向けた支援強化及び県独自の支援 

措置、⑤防災・減災対策、国土強靭化の視点からの「改 

良復旧」の推進、⑥ＪＲ津軽線・五能線の早期復旧に向けた働きかけの 6 項目について要望し

ました。 

 被災自治体として平田鰺ヶ沢町長も出席し、被災者生活再建支援法適用のお礼とともに、商

工業者への町独自の支援に対する県の財政支援等を要望しました。 

県知事現地視察の様子 

県町村会緊急要望の様子 
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 <青森県> 三村知事、青山・柏木副知事、ほか担当部署長。 

 <市長会> 小野寺青森市長(会長)、他４市長 

 <町村会> 船橋平内町長(会長)、他４町村長 

 

〇谷公一防災担当大臣現場視察及び意見交換会 
 

 令和４年８月 31 日、鰺ヶ沢町での災害現場視察の後、 

青森県庁において意見交換会を開催しました。 

 谷防災担当大臣へ、三村知事と三橋県議会議長より要 

望書手交し、①激甚災害の早期指定等、②災害救助法の 

弾力的な運用、③被災者の生活再建支援の充実、④国土 

強靭化の加速についてを要望しました。 

 また、被災自治体として平田町長、山﨑外ヶ浜町長が 

立ち合い、平田町長が①国土交通省からのリエゾン派遣、 

テックフォースによる調査、環境省による災害廃棄物に 

係る国補助制度指導、被災者生活再建支援制度適用への 

お礼、②災害救助法、危機管理局・県土整備部リエゾン 

派遣、被災者への職員公舎無償提供のお礼、③被害状況 

(住宅、事業所浸水、土木関係、農林業関係、商工業者、 

下水道施設等)が日を追うごとに増加、④浸水被害を受 

けた商工業者・事業者への支援、⑤被災者生活再建制度 

の対象にならない「半壊」世帯への支援拡充、⑥河川氾 

濫と内水氾濫についての調査と対策について、⑦国、県 

に対する財政支援(支援に要する財源確保のための財政支援)を要請しました。 

<青森県> 三村知事、青山・柏木副知事 

<被災自治体> 鰺ヶ沢町長 外ヶ浜町長 

（五味内閣府(防災担当)審議官等が同行） 

 

〇国土強靭化に関する緊急要望 
 

 令和４年 10 月７日、平田町長は都内で行わ

れた道路整備促進期成同盟会全国協議会理事

会に理事として出席しました。会議では、全国

的に激甚化・頻発化する災害から国民の生命や

財産を守るため、国土強靭化のための 5 か年加

速化対策に要する予算・財源の確保などの緊急

要望を行うことが採択されました。 

 会議終了後、平田町長は木村次郎防衛大臣政

務官ら青森県選出の国会議員に対し、会議で採

択された緊急要望書を提出しました。 要望書を木村防衛大臣政務官に手渡す平田町長 

谷公一防災担当大臣視察の様子 

 

意見交換会の様子 
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〇権限代行制度による道路復旧要望 
 

 令和４年 10 月 18 日、平田町長は三村申吾青森県知

事に対し、大雨災害で被災した町道山子線「開晴橋（南

金沢）」の早期復旧支援要望書を提出しました。同日、

県は権限代行による災害復旧を行う方針を明らかにし

ました。これは、開晴橋は橋脚が沈下した橋梁であり技

術的に難しい復旧であることや、県道松代町陸奥赤石停

車場線の代替路線であり県管理道路と交通上密接な関

係があると認められたためです。 

 なお、今回の権限代行制度は、令和3 年6 月20 日施行

の改正道路法で創設された「都道府県による市町村管理道路の災害復旧等の代行制度（都道府県災

害代行制度）」に基づくもので、今回の災害で被災した深浦町とともに県内初の活用となりました。 

 

〇８月３日からの大雨による災害に係る要望 
 

 令和４年 11 月 11 日、被災者生活再建支援制度が適用 

された、鰺ヶ沢町、深浦町、外ヶ浜町が３町連名により、 

青森県に対し財政支援を要望しました。 

 ３町は、大雨災害復興支援事業として交付された令和 

４年度元気な地域づくり支援事業費補助金(補助率２/3 、 

事業費上限１億円)を活用しました。 

 
 
〇防災・減災、国土強靭化等に必要な予算総額の確保に関する国交省への要望活動 
 

 令和 4 年 11 月 15 日、平田町長が三村知事とともに、 

藤井国土交通事務次官、岡村水管理・国土保全局長、丹 

羽道路局長、木村国土政策局長、ほか国土交通省関係部 

署へ要望活動を行いました。 

 また同日、宮本県土整備部長と県選出国会議員へ要望 

活動を行いました。 

 
 
〇災害廃棄物処理に係る国庫補助事業採択に係る環境省への要望 
 

 令和４年 11 月 17 日、災害廃棄物処理に係る国庫補助 

事業採択と事業実施に係る指導について、平田町長が環 

境省において、室石環境省環境再生・資源循環局 

長へ要望しました。 

（滝沢求参議院環境委員長が同行） 

 

要望書を三村知事に手渡す平田町長 

３町連名要望の様子 

青森県知事との要望活動の様子 

 

環境省への要望の様子 
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（５）防災・減災対策の強化 

〇中村川流域治水緊急対策推進会議 

 令和４年 11 月 25 日、町・県・国などの関係機関で構成する「中村川流域治水緊急対策会議」

が設置されました。これは再度の浸水被害の防止・軽減のため「流域治水」の考えに基づき、流

域のあらゆる関係者が協働し、総合的な治水対策を一体的・計画的に推進していくことを目的と

しています。 

 第３回までの同会議において、４つの緊急対策目標とそれに対する８つの緊急対策メニュー、

25 の取組（実施期間概ね 10 年）を決定しました。（次ページに掲載） 

 今後は、構成員で進捗・予定について情報共有を行うとともに、各機関が行う対策を本格化、

加速化させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村川流域治水緊急対策推進会議の開催日及び概要 

 開催日 概要 

第１回 令和４年 11 月 25 日 

県と町では、関係者の密接な連携体制のもと、各々が

担うべき緊急対策（実施期間概ね 10 年）について検

討・調整し、推進していくために当会議を設置 

第２回 令和５年１月 19 日 内水被害の軽減等、４つの緊急対策目標を決定 

第３回 令和５年３月 20 日 
４つの緊急対策目標に対して８つの緊急対策メニュ

ー、25 の取組（実施期間概ね 10 年）を決定 

第４回 令和５年９月 20 日 

８つの緊急対策メニュー、25 の取組について、令和５

年度の取組内容や住民説明会を踏まえた対応等につい

て情報を共有 

 

【協働による取組のイメージ】 

 

河川、下水道（雨水）、鉄道 

道路、農林、土地利用、防災 

鰺ヶ沢町 

県 国 

関係機関 

 

丁寧な説明 

理解・協力（連携） 
 

中
村
川
の
地
域
住
民 
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４つの緊急対策目標とそれに対する８つの緊急対策メニュー、25の取組 

緊急対策目標 緊急対策メニュー 取組内容 

１．雨水・土砂流出 

の抑制 

①森林整備、砂防・

治山対策の推進 

１ 森林整備 

２ 砂防 

３ 治山対策 

②雨水貯留の実践 ４ 水田貯留（田んぼダム） 

５ 雨水貯留・浸透施設の設置 

２．外水氾濫の 

防止 

③災害復旧・河川

改修の加速 

６ 被災施設の早期復旧 

７ 河川改修（改修後は河道の維持・管理） 

８ 人道橋架替 

９ 鉄道橋架替 

④新たな河川整備

等に関する計画

策定 

10 河川整備計画の変更 

３．内水被害の 

軽減 

11 気候変動を踏まえた河川整備基本方針の検討 

12 流域水害対策計画の策定（特定都市河川の指定） 

⑤雨水排水施設の

整備（市街部） 

13 雨水排水環境の調査 

14 雨水排水施設の整備 

⑥水害を踏まえた

まちづくりの検

討 

15 水害リスクのより低い区域への誘導（立地適正化

計画の策定検討） 

４．逃げ遅れゼロ 16 住まい方の工夫（災害危険区域の指定検討） 

⑦ 水 害 リ ス ク 情

報・河川情報の

充実 

17 水害リスクマップの作成 

18 内水ハザードマップの作成・公表 

19 浸水想定水位看板の増設 

20 水位観測所・監視カメラなどの増設 

21 浸水センサの設置 

⑧地域防災力の 

向上 

22 水防体制の強化 

23 自主防災組織の設立 

24 避難訓練の実施 

25 防災に関する普及・啓発、防災教育等の実施 

※青森県ホームページ「中村川流域治水緊急対策推進会議」資料を基に作成 

 

 

 

 

 

  

構成メンバー一丸となって治水対策に取り組みます 



46 

 

〇中村川河川激甚災害対策特別緊急事業（令和４年 12月５日採択） 

 

 令和４年８月３日からの大雨により、多く

の床上床下浸水被害が発生したことから、令

和４年 12 月５日、国の補助制度である河川

激甚災害対策特別緊急事業が採択され、５年

間を目途に早期に浸水被害の軽減が図られ

ます。 

令和４年 12 月６日には、「中村川緊急沿水

対策プロジェクト」を策定し、「中村川流域

治水緊急対策推進会議」において、流域での取り組みをさらに具体化、充実化し、対策を推進し

ていくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

河川激甚災害対策特別緊急事業【中村川水系中村川 青森県】 

（青森県ホームページ「河川激甚災害対策特別緊急事業」より） 

【全体計画】 

河川名 二級中村川水系中村川 

内 容 築堤 400ｍ、掘削 1,400ｍ、 

    護岸 1,300ｍ、橋梁１橋 等 

事業費 5,000 百万円（国費 2,500 百万円） 

着 工 令和４年度～令和８年度 

施行地 鰺ヶ沢町 
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〇避難所用テレビの購入 

 避難所運営をするなかで、避難した町民から

「避難所にテレビやラジオが設置されておらず、

災害に係る情報が入手できない」とのご意見が多

く寄せられたため、町は令和５年４月に避難所用

テレビを購入しました。万が一、災害が発生した

際は避難所へ設置し、町民の皆様が災害に係る情

報を入手できるようにします。 

 

 

〇自主防災組織立ち上げに向けた防災出前講座の実施 

 令和５年５月 20 日、町は西松島町内会（菊谷尚

久会長）で、「自助・共助（自主防災組織）・公助」

をテーマにした防災出前講座を実施しました。 

 菊谷会長は「実際に被害に遭ったことで、自分た

ちで身を守ることの大切さを痛感した。組織立ち上

げの第一歩として、自主防災組織のメリットを地区

の住民みんなで共有したい」と話していました。 

 令和６年５月現在、町内には 18 の自主防災組織

が結成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

避難所用テレビ 

【用語説明】 

自主防災組織 （青森県ホームページ「自主防災組織で安全・安心な地域づくり」より） 

災害が発生したとき、被害を最小限に抑えるためには、自分自身を守る「自助」、隣近所の相互連携に

よる「共助」、消防などの公共機関による救助・支援の「公助」がそれぞれ最大限に機能を発揮するこ

とが重要です。 

しかし、大規模な災害になるほど、道路交通網の破壊やインフラの寸断などにより、公的機関などによ

る救助（公助）の対応能力を超える事態が生じることがあります。 

このため、特に災害の発生直後は、「自助」と「共助」の 2 つの機能が大きな役割を果たすことになり

ます。 

自主防災組織は「自分たちの地域は自分たちで守る」ことを目的に結成された組織をいい、「共助」の

役割を担います。 

一般的に、自治会や町内会、通学区など生活環境を共有している地域の組織を活かして結成されます。 

防災出前講座の様子 
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〇弘前大学との共同研究 

 令和４年８月の大雨災害に関する調査研究につ

いて、町と弘前大学は、令和５年９月２７日から

共同研究を実施しています。この共同研究は、大

雨災害による水害の検証や今後の防災対策の検討

を目的とし、弘前大学教育学部の小岩直人教授と

共に行っています。 

 令和５年１２月１５日には、小岩教授によるデ

ジタル画像や高精度地形情報を用いた説明会が関

係者を対象に行われました。 

 

 

〇大雨災害と文化財レスキュー 

 令和４年８月の災害は、地域に残る歴史資料

（古文書や写真など）にも深刻な影響を与えまし

た。 

 自然災害発生時に最も重要なのは、人命優先で

あり、生活優先であることは言うまでもありませ

んが、同時に、地域の歴史や文化を守ることも大

切です。 

 「文化財レスキュー」とは、聞きなれない言葉

ですが被災した地域の歴史資料を未来へ残し伝え

る活動です。鰺ヶ沢町でも今回の災害発生後、

「あおもり資料ネットワーク準備会」という自治

体や大学・研究組織の枠を超えた有志によるレス

キュー活動が行われました。 

こうした動きのなか、鰺ヶ沢町教育委員会と弘

前大学人文社会科学部では、令和５年度、水害によ

り被災した歴史資料を保全する共同研究を実施し

ました。浸水した舞戸正八幡宮の歴史資料につい

て、乾燥やクリーニングを施して土砂やカビを除

去する保存科学的な実践研究に取り組み、１年か

けて約４００点の資料を救出しました。 

 このような分文化財レスキュー活動は、青森県内

で初めての取組となりました。  

資料ネットによる災害後の現地調査（正八幡宮） 

水損した舞戸正八幡宮資料の 
クリーニング作業 

（弘前大学北日本考古学研究センター） 
 

小岩教授による説明会 
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〇防災図上訓練の実施 

 令和５年 10 月６日、鰺ヶ沢町役場の災害対応能力の向上を図ることを目的に役場庁内で防災

図上シミュレーション訓練を実施しました。 

 訓練は一部シナリオオープン型のロールプレイング方式で実施され、令和４年８月の大雨災害

を想定し災害情報の収集、発災時の対応、発災後の復旧・復興など基本的な災害対応をシミュレ

ーションしました。 

 訓練の実施により、災害時の各課における役割や課題、的確な対応手順などを再確認すること

ができ、実災害時でも速やかに対応できる体制を強化しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図上訓練実施のイメージ 

【用語説明】 

図上シミュレーション訓練 （消防防災博物館より） 

図上シミュレーション訓練（ロールプレイング方式の図上訓練）は、災害時に予想される事案・

状況等を記述したシナリオ（文章）を進行管理者（「コントローラー」ともいう。）から訓練参加

者（「プレイヤー」ともいう。）に付与し、それに対し、（あるいは、それを前提に）訓練参加者が

行うべき意思決定・役割行動を回答することにより訓練を進行させる訓練である。 
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〇大雨災害を想定した防災訓練の実施 

 令和５年 10 月 28 日、町は大雨災害で浸水被害に遭った鰺ヶ沢地区と舞戸地区の住民を対象

に防災訓練を実施し、対象住民と町職員合わせて約 200 名が参加しました。 

 訓練は、舞戸小学校と山村開発センターの２か所で行われ、大雨災害が発生した場合でも、町

民の方々が速やかに避難できるよう避難方法を確認していただくとともに、町職員による避難所

開設手順の確認と、町民全体による避難所運営訓練を目的に実施されたものです。 

 訓練では、災害当時の課題であった避難所における災害情報の伝達手段を見直し、各避難所に

テレビを設置したほか、災害情報や各避難所の状況を一覧にしたものを掲示するなど、避難者が

最新の情報を得ることができる環境を整えました。 

 また、災害時の町の動きを知ってもらうことを目的に、舞戸小学校体育館に災害対策本部が置

かれ、避難者数の報告や避難指示の発令など、各避難所との連絡手順を確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練に参加する町民（山村開発センター） 

災害対策本部（舞戸小学校） 災害情報用テレビの設置（舞戸小学校） 
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〇フォーラム・展示会開催 

 令和５年 12 月 10 日、鰺ヶ沢町大雨災害を

振り返る「資料レスキューと災害史」展×フォ

ーラムが、舞戸公民館で開催されました。 

 フォーラムでは、弘前市・鰺ヶ沢町の学芸員

らが江戸時代以降の鰺ヶ沢の水害の歴史につ

いて説明し、東北大学災害科学国際研究所の

川内淳史准教授が全国の歴史資料レスキュー

の現状を、県文化財保護課の伊藤由美子総括

主幹が青森県の文化財災害対応の課題などを

それぞれ紹介しました。 

 また、弘前大学人文社会科学部の片岡太郎

准教授からは、実際に水に浸かった舞戸正八

幡宮の古文書から土砂やカビなどを取り除く

クリーニング作業について報告が行われまし

た。 

 瀧本壽史特任教授（弘前大学教育推進機構）

が司会を務めた全体討論では、今後の文化財

防災の在り方や大学や自治体などの組織の枠

を超えたネットワーク構築の必要性について

活発な議論が交わされ、平田町長・阿彦教育長

をはじめ、地域住民や各地の学芸員ら約 30 名

が聞き入りました。 

 

 

 

文化財防災を考える県内初のフォーラムとなりました 

舞戸公民館では救出された舞戸正八幡宮の資料 
なども展示されました 
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鰺ヶ沢町の概要 

 
 鰺ヶ沢町は青森県の西海岸に位置し、

およそ東西 22㎞、南北 40㎞と南北に細

長く、総面積も 343.08㎢と広大な土地を

有しています。北は日本海に臨み南は秋

田県、東はつがる市、弘前市、西目屋

村、西は深浦町とそれぞれ隣接していま

す。 

 市街地は海岸に沿っておよそ 5㎞の帯

状に細長く形成され、それに赤石川

（44.6㎞）、中村川（44.9㎞）、鳴沢川

（17.2㎞）の各流域に、およそ 40の集落

が点在しています。土地利用について

は、赤石川、中村川、鳴沢川の各流域 

に水田地帯、岩木山麓の丘陵地に畑作地帯、鳴沢地域の平坦部の果樹園（りんご）を、さらに

赤石川、中村川流域の山間部に約 78.6㎢の民公有林地帯、南方に 194㎢にのぼる白神山地核心

地域を含む国有林地帯を配しています。 

 気候は、日本海に面した海岸部では、対馬海流の影響から積雪が比較的少ないものの、岩木

山麓から白神山系に至る山間部は豪雪地帯となっています。 

 

降水量（合計）                                                            （単位：mm） 

月 

年次 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年合計 

平成25年 93.5 79.0 51.0 93.0 33.0 8.5 176.5 366.5 265.0 237.5 216.5 88.5 1708.5 

平成26年 101.5 31.5) 125.5 19.5 70.0 134.0 184.5 283.0 86.0 143.0 109.5 158.5 1446.5 

平成27年 123.5 85.0 77.0 84.5 59.0) 74.0 96.0 74.0 124.5 116.0 167.5 136.5 1217.5 

平成28年 89.5 63.5 67.0 78.5 64.5 76.0 118.5 127.5 141.0 143.5 95.5 185.0 1250.0 

平成29年 83.0 128.5 69.0 60.5 46.5 147.0 112.0 120.0 182.5 145.5 204.5 156.0 1455.0 

平成30年 90.5 71.5 95.5 97.5 138.0 101.5 148.0 212.0 120.5 256.0 103.5 208.5 1643.0 

令和元年 73.5 68.0 73.0 53.0 23.5 63.0 32.0 179.5 79.5 189.0 114.5 182.5 1131.0 

令和2年 118.5 111.0 84.0 123.5 91.5 100.5 250.0 171.0 211.5 101.0) 158.5) 126.5 1647.5 

令和3年 92.5 88.0 101.5) 70.5 87.5 48.0 50.5 160.5 85.0 200.0 205.5 182.5 1372.0 

令和4年 168.5 72.5 81.0 28.0 60.5 116.0 82.5 654.5 70.0 111.0 196.0 200.5 1841.0 

資料：気象庁 アメダス（観測地点：北緯40度46.6分/東経140度12.3分） 

（注） ）は、統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する範囲内である値 
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鰺ヶ沢町災害対策本部業務分担表（令和4年当時） 
 

 災害対策本部は各部から構成され、災害時には全庁一丸となって被災された町民の生活再建や

被災地区の復旧に向けた様々な支援などを行いました。令和４年度当時の大雨災害時における災

害対策本部各部の主な活動状況は次のとおりです。 

部名 部長 班名 班長 分 担 事 項 要 員 

総
務
部 

総
務
課
長 

対
策
調
整
班 

防
災
班
長 

・災害対策本部の運営及び統括に関すること 

・被害状況の把握及び報告に関すること 

・気象情報等の総括に関すること 

・防災会議に関すること 

・自衛隊との連絡調整に関すること 

・災害救助法関係の総括に関すること 

・災害情報の総括に関すること 

・青森県防災情報システム等に関すること 

・避難勧告等に関すること 

総務課 

 防災班 

 総務班 

 

議会事務局 

総
務
・
広
報
班 

総
務
班
長 

・災害関係の陳情に関すること 

・災害の広報に関すること 

・広聴活動に関すること 

・防災行政無線の放送に関すること 

・関係官庁・諸団体との連絡調整に関すること 

・庁内、各部間及び総務部内の連絡調整に関すること 

・災害の取材及び記録に関すること 

総務課 

 総務班 

人
事
・
受
援
班 

人
事
班
長 

・職員の非常招集及び配置に関すること 

・各部間での職員の動員及びあっせんに関すること 

・公務災害補償及び一般住民の災害補償に関すること 

・受援に関する状況把握・取りまとめに関すること 

・応援職員の支援に関すること（受援） 

総務課 

 人事班 

財
政
班 

財
政
班
長 

・災害対策に関する予算措置に関すること 

・食料品等、災害対策用物品、資機器材の調達に関すること 

・補助金、金融に関すること 

総務課 

 財政班 

渉
外
・
観
光
商
工
部 

政
策
推
進
課
長 

渉
外
班 

政
策
調
整
班
長 

・渉外陳情に関すること 

・地域住民の相談窓口に関すること 

・地域協同作業の支援等に関すること 

・町内会等への協力要請に関すること 

・被災者名簿の作成及び苦情処理に関すること 

政策推進課 

 政策調整班 

 地域経営 

 戦略班 

観
光
商
工
班 

観
光
商
工
班
長 

・商工及び観光施設等の被害調査及び応急対策に関すること 

・商工業関係の被害証明等に関すること 

・商工業関係の被災者への融資のあっせんに関すること 

・海水浴場及び観光施設等の安全対策に関すること 

政策推進課 

 観光商工班 
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部名 部長 班名 班長 分 担 事 項 要 員 

農
林
水
産
部 

農
林
水
産
課
長 

農
林
水
産
班 

農
業
経
営
班
長 

・農畜産・水産業関係の被害調査及び応急対策に関すること 

・農地・農地利用の被害調査及び応急対策に関すること 

・農畜産業の被害拡大防止に関すること 

・農畜産業・水産業関係の被害証明等に関すること 

・農畜産業・水産業関係の被害者への融資のあっせんに関す

ること 

・農林道の被害調査及び復旧に関すること 

・農林道の復旧資材の到達等に関すること 

農林水産課 

 農業経営班 

 環境整備班 

 水産班 

農業委員会事務局 

保
健
福
祉
部 

ほ
け
ん
福
祉
課
長 

調
査
班 

課
税
班
長 

・建物及び工作物の被害状況並びに被災者の実態調査に関す

ること 

・被災者名簿の作成に関すること 

・被害届の受付及び罹災証明の発行に関すること 

・災害に伴う町税の減免措置に関すること 

総合窓口課 

 課税班 

 納税班 

救
助
班 

戸
籍
年
金
班
長 

・指定避難所の開設・運営に関すること 

・避難者名簿及び被災者台帳の作成に関すること 

・被服、寝具その他の生活必需品の給与又は貸与に関すること 

・救援物資の受領及び保管並びに配分に関すること 

・諸証明の発行に関すること 

・災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金

の貸付に関すること 

総合窓口課 

 戸籍年金班 

 生活衛生班 

 

ほけん福祉課 

 健康推進班 

 子ども家庭班 

衛
生
救
護
班 

福
祉
班
長 

・医療施設、保健衛生施設の被害調査に関すること 

・応急救護に関すること 

・被災者の医療、助産及び保健に関すること 

・指定避難所等における衛生保持に関すること 

・被災者の生活保護及び被災児童の保護に関すること 

・日赤県支部及びその他の社会福祉団体との連絡に関すること 

・社会福祉施設及び厚生施設関係の被害調査、復旧に関すること 

・保育所の災害救助及び避難に関すること 

・負傷者の把握に関すること 

・要配慮者の安全確保対策に関すること 

・災害廃棄物の処理に関すること 

総合窓口課 

 生活衛生班 

 

ほけん福祉課 

 福祉班 

 子ども家庭班 

 健康推進班 

 国民健康 

 保険班 

 介護保険班 

会
計
班 

会
計
班
長 

・災害救助費用の経理出納に関すること 

・救援金の受領及び保管に関すること 

総合窓口課 

 会計班 

給
水
部 

水
道
課
長 

給
水
班 

上
水
道
班
長 

・上下水道施設の被害調査に関すること 

・被災箇所の応急復旧に関すること 

・応急復旧工作資材の調達に関すること 

水道課 

 上水道班 

 下水道班 



56 

 

 

部名 部長 班名 班長 分 担 事 項 要 員 

建
設
管
財
部 

建
設
管
財
課
長 

土
木
建
築
班 

土
木
班
長 

・土木施設の被害調査に関すること 

・災害時における緊急道路の確保に関すること 

・道路施設等の障害物の除去に関すること 

・土木施設及び河川の応急復旧に関すること 

・応急危険度判定実施本部の設置に関すること 

・応急仮設住宅の建築及び住宅応急修理に関すること 

・公園施設の被害調査に関すること 

・町営住宅の災害対策に関すること 

・建築物の被害調査に関すること 

・現地における消防機関及び警察署との連絡調整に関する

こと 

・急傾斜地等の現地情報把握及び連絡に関すること 

建設管財課 

 土木班 

 都市計画班 

輸
送
班 

管
財
班
長 

・車両等の確保及び配車に関すること 

・所轄する町有財産の被害調査及び応急対策に関すること 

・応急用資材等の輸送に関すること 

建設管財課 

 管財班 

教
育
部 

学
校
教
育
課
長
（
社
会
教
育
課
長
） 

学
校
対
策
班 

学
校
教
育
班
長 

・教科書及び学用品等の確保に関すること 

・被害児童生徒の給食に関すること 

・児童生徒等の保健 

・教育施設の被害調査及び復旧対策に関すること 

・学校施設の使用協力に関すること 

学校教育課 

 学校教育班 

社
会
教
育
班 

社
会
教
育
班
長 

・社会教育施設、日本海拠点館の被害調査及び復旧対策に

関すること 

・文化財の被害調査に関すること 

・避難所（公民館）の開設に関すること 

社会教育課 

 社会教育班 

 スポーツ振興班 

 温水プール管理班 

 中央公民館 

 地区公民館 

実
働
部 

消
防
団
長 

実
働
班 

分
団
長 

・消防、水防及び救助活動に関すること 

・災害の拡散防止に関すること 

・避難指示等及び誘導に関すること 

・避難救助に関すること 

・危険個所の巡視に関すること 

・排水門関係に関すること 

消防団 
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災害関連法の適用 

 

①災害救助法 
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②被災者再建支援法 
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63 
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広報あじがさわ （令和４年８月大雨災害に関する記事抜粋） 

 
広報あじがさわ（2022年 9月号） 
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広報あじがさわ（2022年 10月号） 
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広報あじがさわ（2022年 10月号） 
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広報あじがさわ（2022年 10月号） 
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 広報あじがさわ（2022年 11月号） 
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広報あじがさわ（2022年 12月号） 
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広報あじがさわ（2023年１月号） 
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広報あじがさわ（2023年１月号） 
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広報あじがさわ（2023年１月号） 
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広報あじがさわ（2023年５月号） 
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新聞記事 （発行日順） 
 

 

 

 

 

 

陸奥新報（2022年８月10日） 
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陸奥新報（2022年８月11日） 
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東奥日報（2022年８月11日） 
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東奥日報 

（2022年８月11日） 
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東奥日報（2022年８月11日） 

東奥日報（2022年８月11日） 
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東奥日報（2022年８月12日） 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

陸奥新報（2022年８月12日） 
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東奥日報（2022年８月12日） 

陸奥新報（2022年８月12日） 
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東奥日報（2022年８月13日） 
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陸奥新報（2022年８月13日） 

陸奥新報（2022年８月13日） 陸奥新報（2022年８月13日） 



84 

 

 

  

東奥日報（2022年８月14日） 
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東奥日報（2022年８月14日） 
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陸奥新報（2022年８月14日） 
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東奥日報（2022年８月15日） 
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  陸奥新報（2022年８月15日） 
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東奥日報（2022年８月 16日） 

東奥日報（2022年８月 16日） 
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陸奥新報（2022年８月16日） 
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陸奥新報（2022年８月17日） 
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陸奥新報（2022年８月20日） 
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東奥日報（2022年８月20日） 

東奥日報（2022年８月20日） 
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東奥日報（2022年８月22日） 
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陸奥新報（2022年８月22日） 
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東奥日報（2022年８月23日） 
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陸奥新報（2022年８月24日） 
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陸奥新報（2022年８月27日） 
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陸奥新報（2022年 9月 1日） 

東奥日報（2022年 9月 2日） 
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陸奥新報（2022年 9月 5日） 
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東奥日報（2022年 9月 6日） 
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陸奥新報（2022年 9月17日） 
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東奥日報（2022年 9月18日） 
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陸奥新報（2022年10月 19日） 
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東奥日報（2022年10月 19日） 
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陸奥新報（2022年11月 16日） 
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東奥日報（2022年11月 26日） 
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陸奥新報（2022年11月 26日） 
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陸奥新報（2023年 1月20日） 
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記録写真 

 

８月９日（火） 

 

  

鰺ヶ沢病院 

舞戸保育所（舞戸保育所提供） 新田町 

新田町 舞戸橋からみた中村川 

館 



112 

 

 

 

  

新田町 
東町 

館（かねこ歯科医院提供） 

大和田（マルイチ付近） 

イトウ養殖場 

アユ養殖場 
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中央公民館避難所受付 

山村開発センター避難所 

舞戸小学校避難所（舞戸保育所提供） 

舞戸小学校避難所 

東町 
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８月１０日（水） 

 

  

浸水した農協事務所を清掃する職員 浸水した備品 

ショッピングセンターパルの清掃作業 ショッピングセンターパルの清掃作業 

鰺ヶ沢駅前 鰺ヶ沢駅前 
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JR五能線鉄橋 浸水被害を受けた舞戸地区 

浸水被害を受けた舞戸地区 浸水被害を受けた舞戸地区 

被災者を訪問する加藤副町長 災害ごみに関するチラシを 
ポスティングする阿彦教育長 

８月１１日（木） 
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８月１２日(金) 

 

  

災害ごみ回収開始 旧大高山スキー場に搬入された災害ごみ 

旧大高山スキー場に搬入された災害ごみ 旧大高山スキー場に搬入された災害ごみ 

旧大高山スキー場に搬入された災害ごみ 旧大高山スキー場に搬入された災害ごみ 
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８月１３日（土） 

 

  

田名部匡代参議院議員来庁 

８月１４日（日） 

 

高橋千鶴子衆議院議員来庁 

町社協ボランティアセンターの活動 

第９回町災害対策本部会議 

町災害ボランティアセンターの活動 
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罹災証明受付開始 

８月１６日（火） 

 

８月１６日（火） 

 

石井国交省副大臣現場視察の様子 石井国交省副大臣現場視察の様子 

８月１９日（金） 

 

テックフォース被害状況報告書の手交 テックフォース被害状況報告の様子 
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浸水被害状況調査実施の様子 

８月２１日（日） 

 

三村申吾青森県知事現地視察の様子 

８月２２日（月） 

 

国交省災害緊急調査の様子 
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８月２４日（水） 

 

  

木村次郎衆議院議員視察の様子 木村次郎衆議院議員来庁 

谷防災担当大臣現地視察の様子 

８月３１日（水） 

 

８月２５日（木） 

 

県への緊急要望（青森県町村会提供） 
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９月７日（水） 

 

谷防災担当大臣現地視察の様子 木村次郎衆議院議員 
アユ・イトウ養殖場視察の様子 

あじがさわ食による応援プロジェクト 
無料ふるまいイベント 

ふるまいのサポートをする鰺高生ボランティア 

ふるまいのサポートをする鰺高生ボランティア 力士くんおやきをふるまった鯵高SBP研究会 

９月１０日（土） 
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９月２１日（水） 

 

津島淳衆議院議員、滝沢求参議院議員 
現地視察の様子 

津島淳衆議院議員、滝沢求参議院議員 
現地視察の様子 

１１月１５日（火） 県、国への要望活動 

甲川水管理・国土保全局次長への要望書手交 
（青森県提供） 

藤井国土交通事務次官への要望書手交 
（青森県提供） 

久保田官房審議官（道路局担当）への要望書手交 
（青森県提供） 

木村国土政策局長への要望書手交 
（青森県提供） 
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